
第５回 越前市水道料金・下水道使用料等協議会 次第 

 

                               日 時 ： 令和８年 1 月 1４日（水） 

午後 1 時 30 分～３時          

                           場 所 ： 越前市役所３階 第３委員会室 
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第４回協議会 補足説明

第５回 越前市水道料金・下水道使用料等協議会

越前市上下水道課

1

資料１



第４回協議会委員からの意見・質問に対する補足

2

回 答意見・質問番号

答申後に下水道の経営状況と答申の内容
について住民説明会を開催する。

2／4 市民プラザたけふ 多目的室１
２／６ あいパーク今立
２／１０ 国高公民館
いずれも午後７時～、内容は同じ

改定後にも改めて説明会を行う。

地域説明会で周知すること等を考えているのか。

1

これまでの取組について説明する。経費の削減はできる限りしましたと説明がありましたが、
今回に至るまでの具体的な説明はなかった。経費削減
の過程をもう少し聞きたい。

2

補償金の計算について説明する。借入総額240億円の借換えについて、なぜ実施できな
いのか。繰り上げ償還に対する補償金はいくらになるの
か。

3



3

１月広報、
市ホームページ
越前市LINEに掲載

説明会開催後、
越の都ネットワーク
の市政情報ナビにて
同内容を放送予定

住民説明会



経費削減の取組について

・収益改善への取組

奨励金制度を創設し、下水道への早期接続を促進してきました。
未加入世帯に対しては、通知の送付や電話連絡等により、引き続き
接続の働きかけを行っております。また、未納者に対する滞納整理
を強化し、収納率の向上に努めております。

平均R6R5R4R3R2R1

99.49９９．７９９．４９９．８99.199.499.4

下水道使用料収納率

(％）

4

・業務効率化による人件費の削減
平成20年より処理施設の包括的民間委託を継続し、人件費の抑制を図っております。また、令和5年度には水
道課と下水道課を統合し、業務の効率化を進めております。合併後の平成18年末には職員数が24人でしたが、
令和6年度末時点では12人となっており、**12人の削減（約50％の削減）**を実現しております。

87.3 87.8
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R1 R2 R3 R4 R5 R6

下水道接続率（水洗化率）【公共】

1％の加入世帯が増加した場合、約250世帯の増加となり、1世
帯あたり平均20㎥／月の使用量で換算すると、年間約840万
円の増収が見込まれる。なお、令和5年度に下水道整備が概成
した後は、加入世帯数の増加ペースは鈍化する見込みである。

職員給与平均で換算すると約6千5百万円の削減
R5平均給与5,436千円✕12人



経費削減の取組について

・広域化共同化による経費の削減と収益の確保

家久浄化センターでは、し尿・浄化槽汚泥と下水汚泥の共同処理を行う「汚泥処
理共同化事業」を令和6年4月より供用開始し、施設整備および維持管理に係るコ
スト削減を図っております。また、し尿を受け入れる際に要する経費については、
南越清掃組合から負担金収入として受け入れております。
今後は、越前市下水道整備基本構想に基づき、農業集落排水施設の一部につい
て公共下水道への統合を検討し、処理施設の効率化を進めることで、一層の経費

削減を目指してまいります。

・経費削減と事業外の収益の確保
汚泥処理の過程で発生する消化ガスを有効活用し、家久温水
プールのボイラーや発電機の燃料として売却することで、収益確保
につなげています。さらに、電気料金の削減を図るため、建物の耐
震性向上とあわせて太陽光発電設備の導入も検討しており、再生
可能エネルギーの活用を通じた一層の経費削減を目指しています。

5

し尿処理負担金収入（南越清掃組合より）
R6 ２千７百万円 、R7（予算） ２千３百万円

太陽光屋根貸し事業 約12万円（年間）

R6消化ガス売却収益 約120万円（年間）



経費削減の取組について

・下水道のＰＲ活動
市では、下水道が私たちのくらしを支えている大切な社会インフラであることを、皆さまにわかりやすくお伝え
するためのPR活動を行っています。これらの取り組みは、すべて職員の手づくりで行っており、可能な限り経費を
かけない工夫をしています。 例えば、出前講座や下水処理場の見学会やホタル観賞会各種イベントへの出展など
です。こうした活動を通じて、「下水道の役割」「下水道を未来へ引き継ぐ大切さ」を、楽しみながら知っていただけ
るよう努めています。 今後も、必要な経費を抑えつつ、市民の皆さまに身近に感じていただけるPR活動を進め
てまいります。

6
6



7

補償金の免除となる補償金免除繰上償還に該当しないため、
繰り上げ償還を行う際は補償金の支払いが必要である。

借入金の借換え時の補償金について



8



補償金の考え方について

9

繰上償還日の
未償還残高

繰上償還日の
未償還残高

③補償金※３

①残りの利息

④借換後の利息

償還
※２

借換えを
行う場合

（参 考）現在の金利につい
て

みずほ銀行ホームページ
長期プライムレート（※４）
年2.45％

国債 年1.90％

銀行見積 年１．７％前後

③補償金※３

（ ① - ② ）

②国が繰上償還を受けた資金を
元手に新たに貸し付けを行う
ことにより得られる利息収入

※２ 残高を一括償還の予算計上が必要である。
※３ 補償金は新たな借り入れには含めることはできないため、現金の確保が必要。
※４ 長期プライムレート・・・銀行が一番信用できる企業に、1年以上の長期でお金を貸すときの「最も低い金利（優遇金利）」のこと

借換えを
行うかどうか

の検討

現在の借入

①残りの利息と
③補償金＋④借換え後の利息
のどちらが安いか

① ②

③＋④が安い場合、借換えを行う

①が安い場合、借換えを行わない  補償費の計算

１

１



令和6年度末の借入金残高と金利の状況について

令和６年度末 起債残高 234億1,62２万円（政府系、民間含む）

金利（％） 0.13 0.15 0.18 0.2 0.25 0.28 0.29 0.3 0.33 0.35 0.4 0.5 0.581 0.6 0.61 0.7 0.72 0.9 0.98 1.1 1.2 1.277
未償還残高（千円） 325,148 298,152 602,800 500,943 875 8,750 352,500 939,171 406,586 414,003 225,563 1,529,084 207,535 1,050,085 157,177 654,100 5,000 237,225 615,300 77,578 889,484 255,882

金利（％） 1.3 1.35 1.4 1.5 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.82 1.9 2 2.05 2.1 2.15 2.2 2.3 2.8 3 3.15 3.4
未償還残高（千円） 855,100 276 2,629,224 340,030 635,099 75,535 129,070 21,616 748,177 33,682 1,482,275 1,435,250 6,982 4,085,995 4,377 855,353 274,394 17,902 383 1,856 30,700

1.８%以上の金利の借入かつ令和9年度以降も償還が残る借入
について繰り上げ償還を検討する。

現在の借入金利は
約１．７％

（R7．11月時点
銀行聞き取り） 令和７、８年度

で償還が終了
する。

繰上償還行うためには、予算の計上、国への申請などの手続きが必要である。令和７年度中に行うには時間に余裕がないため、
８年度末に繰上償還することを想定して検討を行う。 10



繰上償還シミュレーションについて

①

②

下記の借入についてシミュレーションを行いました。

11



借換えシミュレーション①

12

平成1９年度発行 3億9,980万円 （利率２．２％、償還残９年）

令和８年度末
未償還残高

１億8,07２万円

借換債借入

１億8,072万円

残りの利息

1,９４７万円

借換後の利息(1.7％)

1,４９４万円

借換えを
行わなかった

場合

借換えを
行った場合

合 計

2,026万円

借換えなかった
場合に比べ

+79万円

※補償金分は借入られないため、その分の現金の用意が必要となる。

（参考）
現在の金利について

みずほ銀行ホームページ
長期プライムレート 年2.45％

銀行見積 年１．７％前後

補償金※

５３２万円



借換えシミュレーション②

13

平成２１年度発行 ２億9,220万円 （利率２．０％、償還残１３年）

令和８年度末
未償還残高

１億6,993万円

借換債借入

１億6,993万円

残りの利息

2,３８９万円

借換後の利息(1.7％)

2,01９万円

借換えを
行わなかった

場合

借換えを
行った場合

合 計

2,２３７万円

借換えなかった
場合に比べ

△１５２万円

※補償金分は借入られないため、その分の現金の用意が必要となる。

（参考）
現在の金利について

みずほ銀行ホームページ
長期プライムレート 年2.45％

銀行見積 年１．７％前後

補償金※

２１８万円



償還最終年
→

総計36222120191817161514131211109
利率
↓

619,863,682445,002,106150,663,99824,197,5781.80

1,255,372,044471,655,394444,279,20437,958,104245,958,84550,962,7664,557,7311.90

1,147,092,385163,100,000377,030,46214,185,660134,163,706329,437,655100,248,93228,925,9702.00

3,335,766,660582,013,80643,549,205534,173,777905,696,770331,526,350613,404,29810,868,196191,120,52481,878,1379,746,66531,788,9322.10

3,691,1233,691,1232.15

678,354,01736,402,806377,890,13870,585,4751,060,890189,908,3332,506,3752.20

218,791,31811,961,407206,829,9112.30

7,258,931,229163,100,000916,657,500959,044,268487,828,409584,762,243947,345,997721,377,895818,153,479697,799,760247,019,735456,189,2014,557,731184,633,4449,746,66560,714,902総計

起債残高の分布（残年数及び金利）

1.８%以上の金利の借入かつ令和9年以降も償還が残る借入の分布（R8末残高）

固定で借り換えると
金利が３．２%以上となる
長期にわたるため、市中銀行では
応じられない可能性があるとのこと

借り換えた方が安くなる可能性がある借入

①残りの利息＞③補償金＋④借換え後の利息

借り換えた方が高くなる可能性がある借入

①残りの利息＜③補償金＋④借換え後の利息

14



借換えについてまとめ
・借換え後の金利を、１．７％とした場合
※民間銀行で借り入れると１０年目で金利見直しだが10年目以降も同一金利とした。

（銀行聞き取り1.7％、国債調達金利１．９％、長期プライムレート2.45％）

・繰上償還日を令和８年度末とした。

想定金利より現在の金利が高い借入（１．８％以上）

償還残年数が長期（２９年）の借入は除外

（20年を超える借り入れについて、固定金利ではリスクがあるため市中銀行では借りら
れない可能性が高い(銀行聞き取り）。借りられても長期国債3.2％を下回る金利は
見込めない。5，10年変動では借りられるが金利上のリスクがある）

対象借入のうち、②補償金の計算に用いる金利と④借換え後の金利を比較した結果、借換えを行った方が安くなる可能性
があるのは、償還残年数が13年（令和21年度終了）から14年（令和22年度終了）の借入であり、年間２００万円ほどの削減効
果となる見込。しかし、両金利の差はわずかであることや、10年後の金利見直し時に変動の影響を受けるため、必ずしも有利
であるとは言えない。今後、国と民間銀行との金利差や補償金の取り扱いなどの課題を踏まえつつ、借換えによって利息負担
が軽減される可能性が高い起債について、市の財政部局や国と協議・調整を行いながら検討を進める。

結 果

前提条件

対象借入

除外借入

15



適正な下水道使用料の検討について

第５回 越前市水道料金・下水道使用料等協議会

越前市上下水道課

1

資料２



議 題

（1） 改定時期について
(2) 答申案について

2



（1）改定時期について

3



4

改定時期について

1月に市長へ答申し、使用料改定については、下水道事業の厳しい経営状況を踏まえると早
期の実施が望ましいことから、改定時期を令和8年10月メーター検針分（8月使用分）より
としたい。議会の議決を経た後、速やかに市民への周知を図っていきたい。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

現 状 分 析

課 題 整 理

使用料算定の考え方

適正な使用料の検討

使用料体 系の 検討
（改定が必要な場合）

改 定 時 期 ・ 答 申 案

条例
改正

新料金議会上程

令和8年

適 正 な
下水道使用料
の 検 討

時期
令和5年度 令和6年度

時期

使 用 料 改 定 （ 仮 ）

越前市下水道整備基本構想
越前市公共下水道事業計画

下水道事業経営戦略改定

令和7年

項目 項目

答 申 （ 仮 ）

住 民 説 明 会

１

2

3

4

5

基本構想

改 定

経営戦略

改 定

経営・財務

マネジメント

強化事業



（２）答申案について

5



下水道使用料改定案の概要について

（１）料金算定期間

令和７年度から令和11年度まで（5年間）

（２）料金算定方法

総括原価（使用料対象経費）方式

※今回の改定においても、将来施設更新等に必要な内部留保資金となる資産維持費は含んでいない。

（３）平均改定率

・下水道使用料 25.0%

※前回改定：平成16年4月改定 以降改定なし（消費税改定を除く。）

（４）料金体系

基本料金及び超過料金からなる二部料金制は維持

基本水量１か月当たり10㎥を１か月当たり5㎥に変更

超過料金は逓増型を維持

（５）改定方針

料金改定や基本水量を変更することによる影響（急激な金額の増加、格差拡大）を極力抑える。

従量料金はバランスよく改定率を反映させる。

（６）実施時期

下水道事業の厳しい経営状況を踏まえると早期の実施が望ましいことから、改定時期を令和8年10月メ

ーター検針分（8月使用分）よりに実施することが適正である。議会の議決を経た後、速やかに市民への周知を
図っていきた

い。

改定案概要

6



下水道使用料改定案（1か月あたり）について

7

改定内容改定後使用料超過水量現行使用料汚水種類

基本水量引き下げ

10㎥→5㎥
1,250円

（基本水量 5㎥）

基
本
料
金

5㎥以下

1,100円
（基本水量 10㎥）

基
本
料
金

一般汚水

新設の料金区分25円

従
量
料
金

5㎥を超え10㎥以下
1立方メートルにつき

既存従量料金に
平均改定率を乗じた額
（小数点以下四捨五入）

166円
10㎥を超え30㎥以下
1立方メートルにつき133円

従
量
料
金

203円
30㎥を超え50㎥以下
1立方メートルにつき162円

221円
50㎥を超え100㎥以下
1立方メートルにつき177円

240円
100㎥を超え300㎥以下
1立方メートルにつき192円

258円
300㎥を超え

1立方メートルにつき206円

基本水量引き下げ

10㎥→5㎥
50円

基
本
料
金

5㎥以下

40円

基
本
料
金特別汚水 超過水量基準の変更

5円
従
量
料
金

5㎥を超え10㎥以下
1立方メートルにつき

既存従量料金に
平均改定率を乗じた額

10㎥を超えるもの
1立方メートルにつき4円

従
量
料
金

※使用料は表に基づき算出した使用料基礎額に、100分の110を乗じて得た額（1円未満切り捨て）

1,100円
の25%増
1,375円

基本料金
＋5㎥✕25円
＝1,375円

；

従量料金
平均改定率
２５％
（1円以下
四捨五入）



下水道使用料改定案(浄化槽使用料体系）について
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改定後使用料改定内容現行使用料収入区分種類

2,875円平均改定率を乗じた額2,300円基本料金
一般住宅

625円平均改定率を乗じた額500円世帯員1人当たり

8,250円平均改定率を乗じた額6,600円7人槽まで

戸別公共
浄化槽

10,125円平均改定率を乗じた額8,100円8から10槽まで

14,125円平均改定率を乗じた額11,300円11から15人槽まで

18,500円平均改定率を乗じた額14,800円16から20人槽まで

26,875円平均改定率を乗じた額21,500円21から30人槽まで

32,375円平均改定率を乗じた額25,900円31から40人槽まで

37,875円平均改定率を乗じた額30,300円41から50人槽まで

※使用料は表に基づき算出した使用料基礎額に、100分の110を乗じて得た額（1円未満切り捨て）

平均改定率２５％
（1円以下四捨五入）
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附帯意見について

下水道使用料の改定に当たっては、市民生活等に与える影響を最大限に考慮して、段階的な引き上げ等により負
担の平準化を図るなど、利用者の負担軽減が図られるような措置を講じること。また、下水道事業に対する理解
が更に深まるような情報発信に努め、速やかに周知を図ること。

1

社会情勢や経営環境を適切に反映するため、経営戦略については 5 年を目途に改定するとともに、それによる財
政シミュレーションを踏まえ、使用料の適正水準についても 5 年ごとを目途に検証すること。2

施設・機械電気設備などの更新に伴い、今後、下水道事業では多額の更新費用が見込まれることから、安定的な
資金確保のため、次回の使用料改定においては、資産維持費の算入を検討すること。3

基本水量については、節水機器の普及や家族形態、ライフスタイルの多様化などにより基本水量を下回る世帯が
年々増加傾向となっていることを踏まえ、使用水量が少ない世帯との公平性を図る観点からも、引き続きその在
り方を検討すること。

4

汚水処理人口の減少が見込まれる中、持続可能な下水道サービスの供給及び確保を図るため、ダウンサイジング
等による事業の効率化、起債借換えの検討を含めた経費の削減、未収金の解消、広域化、ストックマネジメント
の実施などにより、引き続き経営の効率化及び基盤強化を進めるとともに、民間活力の導入及び連携、DX の推進
等にも積極的に取り組み、一層の経営健全化に努めること。

5
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使用料改定の影響について（1カ月分の使用料・税抜）

ケース１ 使用水量が1カ月8㎥の場合
（単身世帯など）

改定後現 行

1,325円
（＋２５５円）

1,100円

ケース２ 使用水量が1カ月１６㎥の場合
（2人世帯など）

改定後現 行

2,3７１円
（＋４７３円）

1,8９８円

ケース３ 使用水量が1カ月２０㎥の場合
（３～４人世帯など）

改定後現 行

3,0３5円
（＋６０５円）

2,430円

ケース４ 使用水量が1カ月３０㎥の場合
（５～６人世帯など）

改定後現 行

4,６９５円
（＋９３5円）

3,760円

25%の場合


